
 
 

  

 

 

令和８年２月 17 日 

道路局国道・技術課 

道路 

 

令和８年３月から適用する鋼橋積算基準の 

直接労務単価（鋼橋製作工）について 

～対前年度比４．８％の引き上げ～ 

 

 令和７年度に実施した鋼橋製作にかかる労務者賃金調査に基づき、鋼橋積算基準におけ

る直接労務単価（鋼橋製作工）を決定し、令和８月３月から適用します。 

 

 

【改定後の単価のポイント】 

 

○ 今回の決定により、３２，７００円となります。（資料１、２） 

 

○ なお、鋼橋製作にかかる労務者賃金調査は、令和６年度竣工の直轄・地方自治体・

高速道路会社等の工事の受注実績がある企業を対象に、労務者の給与実態を調査して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

道路局 国道・技術課 課長補佐 北田、係長 八反田 

代表 03-5253-8111（内線 37865、37855）、直通 03-5253-8492 

 

 



令和８年３月から適用する鋼橋積算基準の直接労務単価（鋼橋製作工）について

１．鋼橋積算基準における直接労務単価（鋼橋製作工）とは

・国土交通省が発注する鋼橋、横断歩道橋製作費の積算に用いるための単価

・毎年度実施している鋼橋製作にかかる労務者賃金調査に基づいて決定

２．令和８年３月からの直接労務単価（鋼橋製作工）の概要

【直接労務単価（鋼橋製作工）】３２，７００円 ＋４．８％ （＋２１．６％）

対前年度比 （H29年度比）

【参考】過去10年の直接労務単価（鋼橋製作工）の伸率

資料１
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鋼橋製作工労務単価に係わる令和８年３月から適用する標準賃金 

職種 
標準賃金 

（円／日） 
備考 

鋼橋製作工 ３２，７００ 

基準内給与（基本給及

び諸手当）、通勤手

当、賞与、退職金等 

 

 

 

１． 職種定義について 

 

鋼橋製作工労務単価については、下記のとおりとする。 

 

職種 定義・作業内容 対 象 外 

鋼橋製作工 

鋼橋製作に従事してい

る従業員（管理職以外

の技能工）であり、工

場内において橋梁製作

加工組立作業を行うも

の。 

・原寸、罫書、矯正、

切断、切削、孔明、切

削、組立、溶接、仮組

立の作業に従事するも

の 

・クレーン運転工（台

車等による材料、部

材、製品等の工場内の

運搬）、場内運搬工、

玉掛工、検査工（検査

技術員の補助業務（計

測作業等）に携わるも

の）等 

・時間外、休日及び深

夜の労働についての割

増賃金 

 

資料２ 


